
第２章　設立手続について

１　ＮＰＯ法人の設立までの流れ

留意事項

＊予約制

申 請

＊予約制

理由を付した

書面の交付

（法務局で）
設立の登記

申請者 所轄庁（福岡県の場合）

法人設立の検討

申請書類の準備

・法人格取得のメリット、デメリットを十
分に検討します。

・設立趣旨書、定款、事業計画、活動
予算書等について検討し、原案を作成
します。

・「設立及び管理、運営の手引き」を配
付しています。（無料）

・県ＨＰから、申請中の団体の申請書
類（の一部）を見ることができます。

個別相談

・申請書類一式（11種類）を福岡県に
提出します。

・県ＨＰから、申請書類の様式等をダ
ウンロードすることができます。

2
週
間

・法務局で設立の登記をして、初めて
ＮＰＯ法人として成立します。

・設立の認証書は、原則として受け取
りに来ていただきます。

・趣旨に賛同する人を募り、法人設立
についての意思決定を行います。

不認証

縦　覧

2
ヶ
月
以
内

認証書交付

受　　理

 ２週間以内

認証書の受領

設立当初の財産目録等

設立認証申請

設立総会の開催

　　※詳細は58ページ参照

　  遅滞なく

の備置き

認　証

税務署、県税事務所、
市町村役場などへの手続

県のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

　※詳細は59，60ページ参照

（一部の書類を）
閲　　覧

受　　領
設立登記完了届出書の提出

＊法人成立

市民に公開されます。

・定款

・役員名簿（住所部分を除く。）

・設立趣旨書

・事業計画書
・活動予算書

市民に公開されます。

・定款

・役員名簿（住所部分を除く。）

・事業計画書

・活動予算書
・設立時の財産目録
・認証書の写し

・登記事項証明書の写し

１週間以内であれば、条例
で定める軽微な事項につい
て補正することができます。

インターネットの

利用による公表

（認証・不認証の

決定まで）
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